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●
維
持
管
理
を
し
っ
か
り
と

浄
化
槽
は
、
微
生
物
が
、
活
動
し
や
す

い
環
境
を
保
つ
よ
う
に
維
持
管
理
を
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
維
持
管
理
が
適
正
に

行
わ
れ
な
い
と
、
浄
化
槽
の
機
能
が
低
下

し
、
環
境
汚
染
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

●
保
守
点
検
を
し
ま
し
ょ
う

保
守
点
検
で
、
浄
化
槽
の
運
転
状
況
の

点
検
や
装
置
の
調
整
、
修
理
、
消
毒
剤
の

補
充
な
ど
を
行
い
ま
す
。
県
知
事
に
申
請

し
登
録
し
た
保
守
点
検
業
者
が
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
各
保
健
所
の
生

活
環
境
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
清
掃
を
し
ま
し
ょ
う

清
掃
で
浄
化
槽
内
に
た
ま
っ
た
浮
遊
物

や
汚
泥
な
ど
を
取
り
除
き
、
汚
泥
の
調
整

や
装
置
の
洗
浄
を
行
い
ま
す
。
市
町
村
の

許
可
を
受
け
た
浄
化
槽
清
掃
業
者
が
行
う

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
各
市
町
村

の
担
当
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

使
用
開
始
後
の
六
〜
八
カ
月
の
間
と
、

そ
の
後
毎
年
一
回
、
県
が
指
定
し
た
検
査

機
関
に
よ
る
法
定
検
査
を
受
け
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

指
定
検
査
機
関

社
団
法
人
沖
縄
県
環
境
整
備
協
会

TEL
０
９
８
―
８
３
５
―
８
８
３
３

私
た
ち
は
日
常
の
生
活
を
す
る
う
え

で
、
台
所
、
風
呂
場
、
ト
イ
レ
な
ど
か
ら

た
く
さ
ん
の
生
活
排
水
を
排
出
し
て
い
ま

す
。
こ
の
排
水
を
浄
化
・
消
毒
し
、
川
や

海
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
設
置

す
る
の
が
浄
化
槽
で
す
。

県
内
の
下
水
道
整
備
率
は
約
五
八
パ
ー

セ
ン
ト
。
そ
れ
以
外
の
地
域
に
お
い
て
、

約
六
十
万
人
が
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
ま

す
。

浄
化
槽
は
、
正
し
い
使
い
方
と
適
切
な

維
持
管
理
を
行
え
ば
、
本
来
の
機
能
を
十

分
発
揮
し
、
川
や
海
の
汚
染
を
最
小
限
に

抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
間
違
っ
た
使
い
方
を
し
た
り
、

維
持
管
理
が
適
切
で
な
か
っ
た
り
す
る
と
、

放
流
水
の
水
質
悪
化
や
悪
臭
の
発
生
に
よ

り
、
環
境
を
悪
化
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

き
れ
い
な
川
や
海
を
取
り
戻
し
、
憩
い

の
場
と
し
て
将
来
へ
残
す
た
め
に
は
、
浄

化
槽
の
役
割
を
理
解
し
、
適
切
に
管
理
す

る
こ
と
が
重
要
で
す
。

「子どもの頃は、近くの川や海で泳ぎ、魚やザリガニを捕ったけ
れど…」といった話は、多くの地域で聞かれます。
その原因の１つとして、各家庭にある浄化槽が適切に管理され

ていないことが挙げられます。管理不十分な浄化槽は、生活排水
を浄化できず、放流した水が環境汚染の原因になります。
10月１日は、浄化槽に係わる人の責任と役割を定めた浄化槽法

が施行された日を記念して「浄化槽の日」と定められています。
きれいな川や海を守るため、浄化槽の役割を理解し、定期的に

点検を行いましょう。

今日からできる排水対策

台
所

洗
濯

ト
イ
レ

平成17年の２月から３月にかけて、県内各保健所で
浄化槽設置者講習会を実施します。
講習会では、浄化槽の基本的な構造及び使用上の注意点、

また、清掃及び法定検査受検について説明を行います。

●対象者　平成16年２月１日以降に浄化槽設置届出を
提出した方、
その他浄化槽設置者など

浄化槽検査料金

●７条検査 ：8,500円　　●11条検査：4,200円

浄化槽設置者講習会●保守点検や浄化槽設置者講習会については、
各保健所の生活環境課まで
北部福祉保健所　　TEL.0980-52-2636
中部福祉保健所　　TEL.098-938-9787
南部福祉保健所　　TEL.098-889-6799
宮古福祉保健所　　TEL.0980-72-2420
八重山福祉保健所　TEL.0980-82-3243
南部福祉保健所中央保健所　TEL.098-836-1340

浄
化
槽
は
生
き
物
で
す

浄化槽検査受検率の低い沖縄

き
れ
い
な
川
や
海
の
た
め
に

嫌気性微生物 好気性微生物

浄化槽は、水中の微生物の働
きを利用して汚水を浄化します。
微生物には空気を好まない

「嫌気性微生物」とその逆の「好
気性微生物」があり、その二種
類が水中の汚物を食べ、きれい
な水だけを残すようになってい
ます。
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法定検査実施率の推移

浄化槽を使い始めてから、６カ月から８カ月の間に受ける
水質検査を「７条検査」、その後毎年１回定期的に受ける水
質検査を「11条検査」といい、どちらも浄化槽法で検査を
受けることが義務づけられています。
しかし、本県における受検率は、全国平均に比べて低く、

特に、定期検査である「11条検査」の受検率は2.3％と、浄
化槽管理に対する意識の低さが見られます。
生活を衛生的にし、美しい海を守るためにも、水質検査を

行いましょう。

ちょっとした心がけで始められる排水対策。
浄化槽への負担を減らすためにも、できるこ

とから心がけていきましょう。

・使った油は流しなどに流さず、拭きとる
か固めるかしてごみと一緒に出す。
・鍋や皿のひどい汚れは紙で拭いてから出す。
・三角コーナーには細かいネットをかぶせる。

・無リン洗剤を使う。
・洗剤は適量を使う。

・紙おむつ、たばこの吸い殻等は流さない。
・トイレットペーパーを使う。
・塩酸等の薬品を使わない（普通のトイレ
洗剤はＯＫ）

浄
化
槽

・殺虫剤は使わない。
・電源は切らない。
（浄化槽内の微生物に空気を送れな
くなり、微生物が死滅して浄化槽の
機能を停止させてしまいます）

※
イ
ラ
ス
ト
は
（
社
）
全
国
浄
化
槽
団
体
連
合
会
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り

送風機�

汚水に含まれる固形物を取り�
除くとともに、嫌気性の微生�
物によって汚れを分解し、�
汚水を浄化します。�

送風機によって積極的に空気を�
送り込み、好気性の微生物によ�
ってさらに汚水を浄化します。�

沈澱槽�
浄化された処理水に含まれる�
固形物を沈澱させ、きれいな�
上澄み水を消毒槽へ送ります。�

「嫌気ろ床接触ばっき方式」の例�
微生物の働きで“浄化”�

嫌気�
ろ床槽�

嫌気�
ろ床槽�

接触�
はっ気槽�

消毒槽�
塩素剤で消毒し、衛生�
的にも安全な水として�
放流します。�

●お問い合わせ　県環境整備課　TEL.098-866-2231 FAX.098-866-2235

「子どもの頃は、近くの川や海で泳ぎ、魚やザリガニを捕ったけ
れど…」といった話は、多くの地域で聞かれます。
その原因の１つとして、各家庭にある浄化槽が適切に管理され

ていないことが挙げられます。管理不十分な浄化槽は、生活排水
を浄化できず、放流した水が環境汚染の原因になります。
10月１日は、浄化槽に係わる人の責任と役割を定めた浄化槽法

が施行された日を記念して「浄化槽の日」と定められています。
きれいな川や海を守るため、浄化槽の役割を理解し、定期的に

点検を行いましょう。


